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リード文

本節では、STIの社会導入における政策的意思決定で、「何を」「どのように」評価・検討し判断
するのかについて論じる。

STIの社会導入上の政策的検討事項は、当該 STIの社会定着度に応じて異なるため、STIの社会
導入状況と政策プロセス上の検討事項と、それを評価するにあたって有用なアプローチ・ツール 1)
ホライゾン・スキャニング、2)フォーサイト、3)テクノロジー・アセスメント（TA）、4)リスク・
アプローチ、5)規制ギャップ調査・規制影響評価を包括的に整理する。そのうえで、どのアプロー
チ・ツールを用いたとしても、共通で必要とされる「エビデンス」（意思決定・政策判断の根拠）の

特性を記すとともに、求められる「エビデンス」の内容（項目、具体性、定量・定性等）は政策プ

ロセス段階に応じて温度差があることも指摘する。

さらに、こうしたアプローチ・ツールに基づいて行われる個別の活動の成果が、STIの社会導入
と政策プロセスの進展に応じて、俯瞰的な視点から調整・引継ぎ・連動されていく制度設計が、ガ

バナンス上きわめて重要であることを指摘する。
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本文

1 政策プロセスにおいて有用なアプローチ・ツール

1.1 STIの社会導入状況と政策プロセス

STIは必ずしもリニアに発展するものではないが、その社会導入状況は、萌芽段階、発展段階、
市場化段階、社会定着段階に分類できる。政策プロセスで、検討したり、講じたりすべき対応は、

その社会定着度合いに応じて重点が異なる（なお、本節では「政策プロセス」を STI の社会導入
状況に応じて実施すべき政策対応のプロセスとしてとらえている）。萌芽・発展段階では、基礎研

究レベルで展開されている兆候の把握、新興技術の方向性に関する選択肢の特定や既存技術との

比較、代替技術との関係性、技術が置かれる社会のビジョン形成といったことに比重が置かれる

し、発展・社会導入段階に入るにつれて、新興技術分野の総体としての、安全性や社会影響の評価

（ELSI：倫理的・法的・社会的課題等）、政府レベルでの政策・方針の形成が必要となる。新興技術
が実際に商品化される等して、社会導入される段階においては、個別応用分野での法規制を含めた

分野ごとの管理体制の構築や当該技術を推進する上での政策や標準化等の検討が求められ、社会導

入後・定着期においては、講じられた措置や課題のレビューと政策へのへのフィードバックが必要

となる。

図 1 新興技術のガバナンスのための取り組み

出典: (松尾真紀子 and岸本充生, 2017)
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1.2 有用なアプローチ・ツール

上記の STIの社会導入状況と政策プロセス上の検討事項に応じて、有用なアプローチ・ツールは
異なる。本項では、特に STIのガバナンスに有用なアプローチ・ツールとして、1)ホライゾン・ス
キャニング、2)フォーサイト、3)テクノロジー・アセスメント（TA）、4)リスク・アプローチ、5)
規制ギャップ調査・規制影響評価について、技術社会導入状況と政策プロセスで求められる対応に

応じて紹介する（個々の概要については表 1を参照）。
ホライゾン・スキャニングやフォーサイトは、新興技術の変化の兆候を幅広く把握し、数十年単

位の長期ビジョンを戦略的に形成するのに適している。これに対し TAはより近い将来を対象とし
て高い確度で社会導入が想定される新興技術がもたらす正と負（リスクとベネフィット）の社会的

影響を評価分析し、選択肢の提示等による社会の意思決定を支援する営みである (吉澤剛, 2009);(城
山英明 et al., 2010);(城山英明 et al., 2011)。リスク・アプローチは、より現実的に社会導入が想定
される対象がもたらしうるリスクを社会が許容可能とするレベル未満に管理することを目的とす

る。規制ギャップ調査は管理すべきリスクが現在の法制度枠組みで対処できるか検証するもので、

TAやリスク・アプローチの中でも行われる。さらにその結果を受けて法規制を導入・見直しする
際に規制影響評価が実施される。

表 1 新興技術のガバナンスに有用な手法とアプローチの概要*1

(出所) (松尾真紀子 and岸本充生, 2017)を参考に整理

*1 ただし、これらの手法・アプローチについても様々な定義があることに注意。

3



2 意思決定において求められるエビデンスの特性

2.1 意思決定の材料―エビデンスとは

「エビデンス」は、意思決定者が特定の目的やニーズに基づき行う意思決定の判断に際して参照

し検討する様々な根拠の総体である。2.1.1節「 STIガバナンスの構造」(城山英明 et al., 2021a)で
論じた通り、STIの対象も、それによりもたらされる影響も、拡大・多元化する中、意思決定の判
断根拠となるファクトも包括的にならざるを得ない。したがって、エビデンス*2は、質的・量的な

両方のものを対象とし、いわゆる自然科学系の領域に限らず人文社会科学系も含む広範な領域か

ら生成されるものや、地域・現場などに根付く暗黙知など、多様なものをカバーする (松尾真紀子
et al., 2015)。エビデンスは可視化（数値化・データ化*3、言説化等）されてはじめて使えるものと

なり、何をどこまでエビデンスとするかの範囲は問題のフレーミングにも関連する。このため特に

政策プロセス (上述 1.1参照)の上流での問題設定が重要である。また、バランスのとれた判断のた
めには、評価の際にリスクだけでなくベネフィットも評価をすることが課題である。

必要とされるエビデンスは政策プロセスの段階によって異なるが、以下では特にリスクアプロー

チの段階（監視・リスク管理）におけるエビデンスについて述べる。エビデンスの類型としては、

大きく「科学的ファクト」と「その他のファクト」に大別できる。「科学的ファクト」は科学的デー

タや科学的推論や手法によって導出されるファクトを指し、その評価手法は個別ディシプリンにお

いて発展がみられた。「科学的ファクト」には、例えば食品のリスク評価における、ハザード評価

のようにある程度グローバルに共通な要素であるものと、暴露評価のようにローカル（地理的・気

候的、文化的、制度的）な要素が影響を持つものもある。他方、「その他のファクト」は、「科学的

ファクト」以外の社会的含意に関するファクトの総称で、具体的には、実行可能性、費用・便益、国

内外の基準規制、公平性や倫理的な考慮事項等、いわゆる ELSI（倫理的・法的・社会的事項）と呼
ばれる要素を含むものである。定量的に実施できるものもあれば、定性的なものも多く存在する。

エビデンスは上述（１．）のどのツールを用いたとしても共通で必要とされる要素であるが、政

策プロセスの上流ではより定性的かつ広い範囲の「エビデンス」の収集が求められ、下流において

はより個別具体的かつ定量的な「エビデンス」が活用される傾向にある。

*2 本節では「エビデンス」のとらえ方をこのようにするが、多様な定義がある（科学技術振興機構研究開発戦略セン
ター (2010)など参照）。科学技術基本計画等の文書では、「エビデンス（客観的根拠）」としているが、本節や 2.1.2
節「STI政策プロセス」(城山英明 et al., 2021b)で論じた通り、社会的影響が広範に及ぶ STIのエビデンスは狭い意
味での「客観的」なものに限定せず、意思決定の際に参照・検討するあらゆる根拠と広くとらえるべきである。そし
て、アセスメントの対象に応じて、より限定的に捉えることが適切か、あるいはより広くとらえるべきことが適切か
を、意思決定者がアセスメントの上流における設計の際に適切に判断すべきである。

*3 例えば、WHO(2015)の汚染食品起因とする疾病・死亡のデータなどにより、これまで明らかでなかった食品由来の
疾病・死亡（年間約 6億人が発病、42万人が死亡と推計）が明らかになりより食品安全確保のための積極的対策が講
じられつつある。
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2.2 科学的不確実性の判断の制度設計

以下では新興技術が潜在的に持ちうるリスクに関する「科学的ファクト」に焦点を当てて、科学

的判断の線引きについて検討してみたい。上記「科学的ファクト」のアセスメント機能を担うのは

リスク評価、その評価を踏まえて、「その他のファクト」も含め総合的に検討し対策を講じる機能

はリスク管理である。ただし、両者の境界は実際はそれほど自明ではない。「科学的ファクト」に

おける不確実性の取扱いは、科学的推論（安全係数、外挿などの前提やデフォルト）がディシプリ

ンにより異なることもあり（図 2）、また、評価対象の特質による違い、専門家個々人の解釈によ
り、異なる結果となることもある。また、科学的ファクトの範囲も、不確実性の判断においてリス

ク評価とリスク管理のどちらがどこまで担うのかは、リスク分野（環境、食品、衛生等）や所管省

庁によって異なる。リスク評価として、科学的に確実な部分に加えて、科学的推論まで含めて行う

場合と、リスク評価は科学的に確実な部分にとどまり、科学的推論についての検討はリスク管理側

が行う場合と、両者の合間で科学的推論が行われない場合と、実は様々なバリエーションが存在す

る（図 3）（この点については 2.2.3のレギュラトリーサイエンスも参照）。さらに、社会における
「適切な保護の水準（Appropriate Level of Protection）」は、上記多様な「科学的ファクト」に加え、
社会的含意を含む「その他の要素」も加味した主観的判断を伴う総合的判断である。

図 2 リスク管理における科学的ファクトに対する不確実性への対応のパターン

(出所)松尾真紀子 et al. (2015)を改変*4

*4 科学的ファクトに伴う不確実性があった場合、安全性についての対応には 1)科学的ファクトで影響が明らかな領域
以外は安全と判断する、2)影響が分からない部分は危険とする、3)分からない部分はリスクがあることを前提に実
質安全量（VSD）ないし許容できる水準を科学的推論を用いて検討する、3つのパターンがありうる。1)を選択した
場合、もし安全でなかった場合はタイプ２エラーに陥り、2)を選択した場合、もし安全だった場合にタイプ 1エラー
に陥る。2)はハードな予防原則、3)はソフトな予防原則と特徴づけられる。
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図 3 リスク評価・管理のインターフェース

(出所)松尾真紀子 et al. (2015)*5

「エビデンス」の取り扱いや重みづけは結果的に資源配分を左右するため、時に「科学の政治化

（politicization of science）」をもたらすことがある。このため、個々のエビデンス、特に科学的ファ
クトの判断に政治が影響しないよう、科学の独立・中立性の担保が謳われている。例えば食品安全

分野でリスク評価と管理を機能的に分離すべきとする*6のはこのためである。特に国際食品安全基

準を策定し国家間の利害関係が交錯するコーデックスの場合は、リスク評価機関の専門家の構成

は、国の代表でなく個人の専門家としての参加を義務付けることでその評価結果のクレディビリ

ティを担保している。他方で、エビデンスの材料であるファクトも、リスク評価・管理の機能も、

概念的には二つに分類できるが、行き過ぎた独立は両者のディス・コミュニケーション等の副作用

をもたらしかねず、科学的アドバイスが政策的関連性（policy relevant）を持つには、相互作用によ
りリスク管理側の要請や社会的文脈の共有が不可欠であることも指摘されている。こうしたことを

踏まえ、例えば食品安全の分野だけ見ても、米国 FDAのようにリスク評価・管理は機能的に分離
させつつも同一組織内で行うもの*7、欧州や日本、コーデックスのように組織的に独立したリスク

評価機関を持つものなど*8、その制度設計は多様である。

いかなる制度設計もメリットデメリットがあることから制度設計に正しい解はなく、生じる負の

副次的効果を小さくする仕組みが必要である。そのためには、多様なエビデンスを多面的に収集*9

し、個々のエビデンスの質を担保する仕組みを確保し、エビデンスの俯瞰マッピングを定性的にも

定量的にも実施することが肝要である。

*5 リスク評価（科学）とリスク管理（政策・政治的判断を伴う意思決定）のインターフェースには科学的不確実性やそ
の不確実性対処ための科学的推論の取り扱いがある。（1）不確実性対処のための科学的推論をリスク評価側がする場
合、（2）リスク管理側がする場合、（3）どちらも行わない場合、の 3パターンがありうる。

*6 コーデックス「内部向けリスク分析適用の作業原則」パラ 9
*7 米国では完全な分離は逆効果との考えがあり、組織的分離は必ずしも求められていない（NRC (1983, p.6))。
*8 機能的分離の厳格さは分野によっても異なる。同様に食に関連する国際機関の OIE（国際獣疫事務局）ではそこまで
厳格に機能的分離を求めていないとの指摘もある。

*9 エビデンスを多面的に収集するには共同事実確認（Joint Fact-Finding, JFF）が有用である。JFF とは、多様な主体
による「協働」、「多様なエビデンスの把握」のためのアプローチ・概念 (Ozawa and Susskind, 1985); Ehrmann and
Stinson, 1999; McCreary et al., 2001; Andrews, 2002; Adler et al., 2011; Karl et al., 2007; (Rofougaran and Karl, 2005)
等

6



そして一番大事な点は、不確実性を伴う対象の意思決定をした際にいかなるエビデンスに基づい

て、どのように判断したのかを明確化し、説明することである。

3 全体俯瞰・調整と順応の確保

上記の STIガバナンスに関する手法やアプローチは、日本では分野により技術フォーサイトや技
術ロードマップ、リスク・アプローチなどのように国内の政策プロセスや制度に埋め込まれている

ものもあるが、TAのようにアドホックにしか展開されてこなかったものもある。
STIにかかわる一連の営みを極力全体俯瞰し（個別システム・セクター間の関係性の把握）、STI
の社会導入状況に応じて取るべき施策の検討を政府全体で（whole-of-government approach）メタ
ガバナンス的な観点で展開することが重要である。その際、例えばフォーサイトの成果を TAに、
そしてそれらをさらにリスク・アプローチで展開されている活動にというように、異なる主体で展

開されている個々の活動が切れ目なく連動されることが肝要である。

また、社会導入状況に応じて「分散・多様性」の確保と集約・集権（centralization）のバランス
をとっていくことも重要である (Biermann et al., 2009)。すなわち、STI の萌芽段階では多様なア
イディアやゴールの選択肢を許容し分散的に活動を行うことが STIの促進に効果的であるが、STI
が実際に社会導入される際にはそこから生じる様々な社会的含意を踏まえて対策を講じるうえで一

定の集約・集権化*10が求められるということである。そのためには、硬直的なガバナンス体系でな

く、柔軟な順応ガバナンス（Adaptive Governance）、予測的ガバナンス（Anticipatory Governance,
Quay, 2010）トランジションマネジメント*11、さらにそれらの学習に基づく再帰的ガバナンス

（Reflexive Governance, VoB and Bornemann, 2011）のアプローチが有用である。
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